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令
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令
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○

道
路
構
造
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

第
二
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

歩
道

専
ら
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
縁
石
線
又
は
柵
そ

一

歩
道

専
ら
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
縁
石
線
又
は
さ
く

の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り
区
画
し
て
設
け
ら
れ
る
道
路
の
部
分
を

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り
区
画
し
て
設
け
ら
れ
る
道
路
の
部
分

い
う
。

を
い
う
。

二

自
転
車
道

専
ら
自
転
車
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
縁
石
線
又
は

二

自
転
車
道

専
ら
自
転
車
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
縁
石
線
又
は

柵
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り
区
画
し
て
設
け
ら
れ
る
道
路
の
部

さ
く
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り
区
画
し
て
設
け
ら
れ
る
道
路
の

分
を
い
う
。

部
分
を
い
う
。

三

自
転
車
歩
行
者
道

専
ら
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た

三

自
転
車
歩
行
者
道

専
ら
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た

め
に
、
縁
石
線
又
は
柵
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り
区
画
し
て
設

め
に
、
縁
石
線
又
は
さ
く
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り
区
画
し
て

け
ら
れ
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

設
け
ら
れ
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

四

車
道

専
ら
車
両
の
通
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
道
路
の
部

四

車
道

専
ら
車
両
の
通
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
道
路
の
部

分
（
自
転
車
道
を
除
く
。
）
を
い
う
。

分
（
自
転
車
道
を
除
く
。
）
を
い
う
。

五

車
線

一
縦
列
の
自
動
車
を
安
全
か
つ
円
滑
に
通
行
さ
せ
る
た
め
に
設
け

五

車
線

一
縦
列
の
自
動
車
を
安
全
か
つ
円
滑
に
通
行
さ
せ
る
た
め
に
設
け

ら
れ
る
帯
状
の
車
道
の
部
分
（
副
道
を
除
く
。
）
を
い
う
。

ら
れ
る
帯
状
の
車
道
の
部
分
（
副
道
を
除
く
。
）
を
い
う
。

六

付
加
追
越
車
線

専
ら
自
動
車
の
追
越
し
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
車
線

六

付
加
追
越
車
線

専
ら
自
動
車
の
追
越
し
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
車
線

（
登
坂
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。
）
に
付
加
し
て
設
け
ら

（
登
坂
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。
）
に
付
加
し
て
設
け
ら

れ
る
車
線
を
い
う
。

れ
る
車
線
を
い
う
。

七

登
坂
車
線

上
り
勾
配
の
道
路
に
お
い
て
速
度
の
著
し
く
低
下
す
る
車
両

七

登
坂
車
線

上
り
勾
配
の
道
路
に
お
い
て
速
度
の
著
し
く
低
下
す
る
車
両

こ
う

を
他
の
車
両
か
ら
分
離
し
て
通
行
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
車
線
を
い
う

を
他
の
車
両
か
ら
分
離
し
て
通
行
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
車
線
を
い
う

。

。

八

屈
折
車
線

自
動
車
を
右
折
さ
せ
、
又
は
左
折
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す

八

屈
折
車
線

自
動
車
を
右
折
さ
せ
、
又
は
左
折
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
車
線
を
い
う
。

る
車
線
を
い
う
。

九

変
速
車
線

自
動
車
を
加
速
さ
せ
、
又
は
減
速
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す

九

変
速
車
線

自
動
車
を
加
速
さ
せ
、
又
は
減
速
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
車
線
を
い
う
。

る
車
線
を
い
う
。

十

中
央
帯

車
線
を
往
復
の
方
向
別
に
分
離
し
、
及
び
側
方
余
裕
を
確
保
す

十

中
央
帯

車
線
を
往
復
の
方
向
別
に
分
離
し
、
及
び
側
方
余
裕
を
確
保
す

る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
帯
状
の
道
路
の
部
分
を
い
う
。

る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
帯
状
の
道
路
の
部
分
を
い
う
。

十
一

副
道

盛
土
、
切
土
等
の
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
車
両
の
沿
道
へ
の
出

十
一

副
道

盛
土
、
切
土
等
の
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
車
両
の
沿
道
へ
の
出

入
り
が
妨
げ
ら
れ
る
区
間
が
あ
る
場
合
に
当
該
出
入
り
を
確
保
す
る
た
め
、

入
り
が
妨
げ
ら
れ
る
区
間
が
あ
る
場
合
に
当
該
出
入
り
を
確
保
す
る
た
め
、

当
該
区
間
に
並
行
し
て
設
け
ら
れ
る
帯
状
の
車
道
の
部
分
を
い
う
。

当
該
区
間
に
並
行
し
て
設
け
ら
れ
る
帯
状
の
車
道
の
部
分
を
い
う
。
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十
二

路
肩

道
路
の
主
要
構
造
部
を
保
護
し
、
又
は
車
道
の
効
用
を
保
つ
た

十
二

路
肩

道
路
の
主
要
構
造
部
を
保
護
し
、
又
は
車
道
の
効
用
を
保
つ
た

め
に
、
車
道
、
歩
道
、
自
転
車
道
又
は
自
転
車
歩
行
者
道
に
接
続
し
て
設
け

め
に
、
車
道
、
歩
道
、
自
転
車
道
又
は
自
転
車
歩
行
者
道
に
接
続
し
て
設
け

ら
れ
る
帯
状
の
道
路
の
部
分
を
い
う
。

ら
れ
る
帯
状
の
道
路
の
部
分
を
い
う
。

十
三

側
帯

車
両
の
運
転
者
の
視
線
を
誘
導
し
、
及
び
側
方
余
裕
を
確
保
す

十
三

側
帯

車
両
の
運
転
者
の
視
線
を
誘
導
し
、
及
び
側
方
余
裕
を
確
保
す

る
機
能
を
分
担
さ
せ
る
た
め
に
、
車
道
に
接
続
し
て
設
け
ら
れ
る
帯
状
の
中

る
機
能
を
分
担
さ
せ
る
た
め
に
、
車
道
に
接
続
し
て
設
け
ら
れ
る
帯
状
の
中

央
帯
又
は
路
肩
の
部
分
を
い
う
。

央
帯
又
は
路
肩
の
部
分
を
い
う
。

十
四

停
車
帯

主
と
し
て
車
両
の
停
車
の
用
に
供
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る

十
四

停
車
帯

主
と
し
て
車
両
の
停
車
の
用
に
供
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る

帯
状
の
車
道
の
部
分
を
い
う
。

帯
状
の
車
道
の
部
分
を
い
う
。

十
五

自
転
車
通
行
帯

自
転
車
を
安
全
か
つ
円
滑
に
通
行
さ
せ
る
た
め
に
設

け
ら
れ
る
帯
状
の
車
道
の
部
分
を
い
う
。

十
六

軌
道
敷

専
ら
路
面
電
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

十
五

軌
道
敷

専
ら
路
面
電
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
路
面
電
車
を
い
う
。
以
下
同

五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
路
面
電
車
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
通
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

じ
。
）
の
通
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

十
七

交
通
島

車
両
の
安
全
か
つ
円
滑
な
通
行
を
確
保
し
、
又
は
横
断
す
る

十
六

交
通
島

車
両
の
安
全
か
つ
円
滑
な
通
行
を
確
保
し
、
又
は
横
断
す
る

歩
行
者
若
し
く
は
乗
合
自
動
車
若
し
く
は
路
面
電
車
に
乗
降
す
る
者
の
安
全

歩
行
者
若
し
く
は
乗
合
自
動
車
若
し
く
は
路
面
電
車
に
乗
降
す
る
者
の
安
全

を
図
る
た
め
に
、
交
差
点
、
車
道
の
分
岐
点
、
乗
合
自
動
車
の
停
留
所
、
路

を
図
る
た
め
に
、
交
差
点
、
車
道
の
分
岐
点
、
乗
合
自
動
車
の
停
留
所
、
路

面
電
車
の
停
留
場
等
に
設
け
ら
れ
る
島
状
の
施
設
を
い
う
。

面
電
車
の
停
留
場
等
に
設
け
ら
れ
る
島
状
の
施
設
を
い
う
。

十
八

植
樹
帯

専
ら
良
好
な
道
路
交
通
環
境
の
整
備
又
は
沿
道
に
お
け
る
良

十
七

植
樹
帯

専
ら
良
好
な
道
路
交
通
環
境
の
整
備
又
は
沿
道
に
お
け
る
良

好
な
生
活
環
境
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
樹
木
を
植
栽
す
る
た

好
な
生
活
環
境
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
樹
木
を
植
栽
す
る
た

め
に
縁
石
線
又
は
柵
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り
区
画
し
て
設
け

め
に
縁
石
線
又
は
さ
く
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り
区
画
し
て
設

ら
れ
る
帯
状
の
道
路
の
部
分
を
い
う
。

け
ら
れ
る
帯
状
の
道
路
の
部
分
を
い
う
。

十
九

路
上
施
設

道
路
の
附
属
物
（
共
同
溝
及
び
電
線
共
同
溝
を
除
く
。
）

十
八

路
上
施
設

道
路
の
附
属
物
（
共
同
溝
及
び
電
線
共
同
溝
を
除
く
。
）

で
歩
道
、
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
、
中
央
帯
、
路
肩
、
自
転
車
専
用

で
歩
道
、
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
、
中
央
帯
、
路
肩
、
自
転
車
専
用

道
路
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
又
は
歩
行
者
専
用
道
路
に
設
け
ら
れ
る
も

道
路
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
又
は
歩
行
者
専
用
道
路
に
設
け
ら
れ
る
も

の
を
い
う
。

の
を
い
う
。

二
十

都
市
部

市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
地
域
又
は
市
街
地
を
形
成
す
る
見

十
九

都
市
部

市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
地
域
又
は
市
街
地
を
形
成
す
る
見

込
み
の
多
い
地
域
を
い
う
。

込
み
の
多
い
地
域
を
い
う
。

二
十
一

地
方
部

都
市
部
以
外
の
地
域
を
い
う
。

二
十

地
方
部

都
市
部
以
外
の
地
域
を
い
う
。

二
十
二

計
画
交
通
量

道
路
の
設
計
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
、
当
該
道
路
の

二
十
一

計
画
交
通
量

道
路
の
設
計
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
、
当
該
道
路
の

存
す
る
地
域
の
発
展
の
動
向
、
将
来
の
自
動
車
交
通
の
状
況
等
を
勘
案
し
て

存
す
る
地
域
の
発
展
の
動
向
、
将
来
の
自
動
車
交
通
の
状
況
等
を
勘
案
し
て

、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
道
路
の
新
設
又
は
改
築

、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
道
路
の
新
設
又
は
改
築

に
関
す
る
計
画
を
策
定
す
る
者
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
が
定
め
る

に
関
す
る
計
画
を
策
定
す
る
者
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
が
定
め
る

自
動
車
の
日
交
通
量
を
い
う
。

自
動
車
の
日
交
通
量
を
い
う
。

二
十
三

設
計
速
度

道
路
の
設
計
の
基
礎
と
す
る
自
動
車
の
速
度
を
い
う
。

二
十
二

設
計
速
度

道
路
の
設
計
の
基
礎
と
す
る
自
動
車
の
速
度
を
い
う
。

二
十
四

視
距

車
線
（
車
線
を
有
し
な
い
道
路
に
あ
つ
て
は
、
車
道
（
自
転

二
十
三

視
距

車
線
（
車
線
を
有
し
な
い
道
路
に
あ
つ
て
は
、
車
道
。
以
下

車
通
行
帯
を
除
く
。
）
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
中
心
線
上
一

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
中
心
線
上
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
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・
二
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
車
線
の
中
心
線
上
に
あ
る
高
さ
十
セ
ン
チ

該
車
線
の
中
心
線
上
に
あ
る
高
さ
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
物
の
頂
点
を
見
と

メ
ー
ト
ル
の
物
の
頂
点
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
距
離
を
当
該
車
線
の
中
心

お
す
こ
と
が
で
き
る
距
離
を
当
該
車
線
の
中
心
線
に
沿
つ
て
測
つ
た
長
さ
を

線
に
沿
つ
て
測
つ
た
長
さ
を
い
う
。

い
う
。

（
車
線
等
）

（
車
線
等
）

第
五
条

車
道
（
副
道
、
停
車
帯
、
自
転
車
通
行
帯
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定

第
五
条

車
道
（
副
道
、
停
車
帯
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
部
分
を
除
く

め
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
車
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

。
）
は
、
車
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
第
五
級

、
第
三
種
第
五
級
の
道
路
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
道
路
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

道
路
の
区
分
及
び
地
方
部
に
存
す
る
道
路
に
あ
つ
て
は
地
形
の
状
況
に
応
じ

２

道
路
の
区
分
及
び
地
方
部
に
存
す
る
道
路
に
あ
つ
て
は
地
形
の
状
況
に
応
じ

、
計
画
交
通
量
が
次
の
表
の
設
計
基
準
交
通
量
（
自
動
車
の
最
大
許
容
交
通
量

、
計
画
交
通
量
が
次
の
表
の
設
計
基
準
交
通
量
（
自
動
車
の
最
大
許
容
交
通
量

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
道
路
の
車
線
（
付
加

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
道
路
の
車
線
（
付
加

追
越
車
線
、
登
坂
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

追
越
車
線
、
登
坂
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
数
は
、
二
と
す
る
。

同
じ
。
）
の
数
は
、
二
と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

３

前
項
に
規
定
す
る
道
路
以
外
の
道
路
（
第
二
種
の
道
路
で
対
向
車
線
を
設
け

３

前
項
に
規
定
す
る
道
路
以
外
の
道
路
（
第
二
種
の
道
路
で
対
向
車
線
を
設
け

な
い
も
の
及
び
第
三
種
第
五
級
の
道
路
を
除
く
。
）
の
車
線
の
数
は
四
以
上
（

な
い
も
の
及
び
第
三
種
第
五
級
の
道
路
を
除
く
。
）
の
車
線
の
数
は
四
以
上
（

交
通
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
二
の
倍
数
）
、
第
二
種
の
道

交
通
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
二
の
倍
数
）
、
第
二
種
の
道

路
で
対
向
車
線
を
設
け
な
い
も
の
の
車
線
の
数
は
二
以
上
と
し
、
当
該
道
路
の

路
で
対
向
車
線
を
設
け
な
い
も
の
の
車
線
の
数
は
二
以
上
と
し
、
当
該
道
路
の

区
分
及
び
地
方
部
に
存
す
る
道
路
に
あ
つ
て
は
地
形
の
状
況
に
応
じ
、
次
の
表

区
分
及
び
地
方
部
に
存
す
る
道
路
に
あ
つ
て
は
地
形
の
状
況
に
応
じ
、
次
の
表

に
掲
げ
る
一
車
線
当
た
り
の
設
計
基
準
交
通
量
に
対
す
る
当
該
道
路
の
計
画
交

に
掲
げ
る
一
車
線
当
た
り
の
設
計
基
準
交
通
量
に
対
す
る
当
該
道
路
の
計
画
交

通
量
の
割
合
に
よ
つ
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

通
量
の
割
合
に
よ
つ
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

４

車
線
（
登
坂
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

４

車
線
（
登
坂
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
車
線
の
幅
員
の

い
て
同
じ
。
）
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
車
線
の
幅
員
の

欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
種
第
一
級
若
し
く
は
第

欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
種
第
一
級
若
し
く
は
第

二
級
、
第
三
種
第
二
級
又
は
第
四
種
第
一
級
の
普
通
道
路
に
あ
つ
て
は
、
交
通

二
級
、
第
三
種
第
二
級
又
は
第
四
種
第
一
級
の
普
通
道
路
に
あ
つ
て
は
、
交
通

の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
値
に
〇
・
二

の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
値
に
〇
・
二

五
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
値
、
第
一
種
第
二
級
若
し
く
は
第
三
級
の
小
型
道
路
又

五
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
値
、
第
一
種
第
二
級
若
し
く
は
第
三
級
の
小
型
道
路
又

は
第
二
種
第
一
級
の
道
路
に
あ
つ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由

は
第
二
種
第
一
級
の
道
路
に
あ
つ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由

に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
値
か
ら
〇
・
二
五

に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
値
か
ら
〇
・
二
五

メ
ー
ト
ル
を
減
じ
た
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

メ
ー
ト
ル
を
減
じ
た
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

５

第
三
種
第
五
級
の
普
通
道
路
の
車
道
（
自
転
車
通
行
帯
を
除
く
。
）
の
幅
員

５

第
三
種
第
五
級
の
普
通
道
路
の
車
道
の
幅
員
は
、
四
メ
ー
ト
ル
と
す
る
も
の

は
、
四
メ
ー
ト
ル
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
普
通
道
路
の
計
画
交

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
普
通
道
路
の
計
画
交
通
量
が
極
め
て
少
な
く
、
か
つ

通
量
が
極
め
て
少
な
く
、
か
つ
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り

、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
又
は
第
三

や
む
を
得
な
い
場
合
又
は
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
車
道
に
狭
窄
部
を

十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
車
道
に
狭
窄
部
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
三

さ
く

さ
く
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設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
三
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
副
道
）

（
副
道
）

第
七
条

車
線
（
登
坂
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。
）
の
数
が
四

第
七
条

車
線
（
登
坂
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。
）
の
数
が
四

以
上
で
あ
る
第
三
種
又
は
第
四
種
の
道
路
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
副
道
を
設
け

以
上
で
あ
る
第
三
種
又
は
第
四
種
の
道
路
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
副
道
を
設
け

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

２

副
道
（
自
転
車
通
行
帯
を
除
く
。
）
の
幅
員
は
、
四
メ
ー
ト
ル
を
標
準
と
す

２

副
道
の
幅
員
は
、
四
メ
ー
ト
ル
を
標
準
と
す
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
自
転
車
通
行
帯
）

第
九
条
の
二

自
動
車
及
び
自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
又
は
第
四
種
の
道

（
新
設
）

路
（
自
転
車
道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。
）
に
は
、
車
道
の
左
端
寄
り
（
停
車

帯
を
設
け
る
道
路
に
あ
つ
て
は
、
停
車
帯
の
右
側
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
自
転
車
通
行
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の

特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
の
道
路
又
は
自
動
車
及

び
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
の
道
路
（
自
転
車
道
を

設
け
る
道
路
及
び
前
項
に
規
定
す
る
道
路
を
除
く
。
）
に
は
、
安
全
か
つ
円
滑

な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
自
転
車
の
通
行
を
分
離
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
車
道
の
左
端
寄
り
に
自
転
車
通
行
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

自
転
車
通
行
帯
の
幅
員
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

自
転
車
通
行
帯
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
自
転
車
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
軌
道
敷
）

（
軌
道
敷
）

第
九
条
の
三

軌
道
敷
の
幅
員
は
、
軌
道
の
単
線
又
は
複
線
の
別
に
応
じ
、
次
の

第
九
条
の
二

軌
道
敷
の
幅
員
は
、
軌
道
の
単
線
又
は
複
線
の
別
に
応
じ
、
次
の

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

単
線
又
は
複
線
の
別

軌
道
敷
の
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

単
線
又
は
複
線
の
別

軌
道
敷
の
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

単
線

三

単
線

三
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複
線

六

複
線

六

（
自
転
車
道
）

（
自
転
車
道
）

第
十
条

自
動
車
及
び
自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
（
第
四
級
及
び
第
五
級

第
十
条

自
動
車
及
び
自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
又
は
第
四
種
の
道
路
に

を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
四
種
（
第
三
級
を
除
く
。
同
項
に

は
、
自
転
車
道
を
道
路
の
各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状

お
い
て
同
じ
。
）
の
道
路
で
設
計
速
度
が
一
時
間
に
つ
き
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限

以
上
で
あ
る
も
の
に
は
、
自
転
車
道
を
道
路
の
各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。

り
で
な
い
。

た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
の
道
路
又
は
自
動
車
及

２

自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
の
道
路
又
は
自
動
車
及

び
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
の
道
路
で
設
計
速
度
が

び
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
の
道
路
（
前
項
に
規
定

一
時
間
に
つ
き
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
（
前
項
に
規
定
す
る
道

す
る
道
路
を
除
く
。
）
に
は
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
自
転

路
を
除
く
。
）
に
は
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
自
転
車
の
通

車
の
通
行
を
分
離
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
自
転
車
道
を
道
路
の

行
を
分
離
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
自
転
車
道
を
道
路
の
各
側
に

各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由

設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り

に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

自
転
車
道
の
幅
員
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

３

自
転
車
道
の
幅
員
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は

地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は

、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

自
転
車
道
に
路
上
施
設
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
転
車
道
の
幅

４

自
転
車
道
に
路
上
施
設
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
転
車
道
の
幅

員
は
、
第
十
二
条
の
建
築
限
界
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

員
は
、
第
十
二
条
の
建
築
限
界
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

５

自
転
車
道
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
自
転
車
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定

５

自
転
車
道
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
自
転
車
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

め
る
も
の
と
す
る
。

（
自
転
車
歩
行
者
道
）

（
自
転
車
歩
行
者
道
）

第
十
条
の
二

自
動
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
又
は
第
四
種
の
道
路
（
自
転
車

第
十
条
の
二

自
動
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
又
は
第
四
種
の
道
路
（
自
転
車

道
又
は
自
転
車
通
行
帯
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。
）
に
は
、
自
転
車
歩
行
者
道

道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。
）
に
は
、
自
転
車
歩
行
者
道
を
道
路
の
各
側
に
設

を
道
路
の
各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特

け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や

別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
は
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
道
路
に
あ
つ
て
は

２

自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
は
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
道
路
に
あ
つ
て
は

四
メ
ー
ト
ル
以
上
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も

四
メ
ー
ト
ル
以
上
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

３

横
断
歩
道
橋
若
し
く
は
地
下
横
断
歩
道
（
以
下
「
横
断
歩
道
橋
等
」
と
い
う

３

横
断
歩
道
橋
若
し
く
は
地
下
横
断
歩
道
（
以
下
「
横
断
歩
道
橋
等
」
と
い
う

。
）
又
は
路
上
施
設
を
設
け
る
自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
に
つ
い
て
は
、
前
項

。
）
又
は
路
上
施
設
を
設
け
る
自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
に
つ
い
て
は
、
前
項

に
規
定
す
る
幅
員
の
値
に
横
断
歩
道
橋
等
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
三
メ
ー

に
規
定
す
る
幅
員
の
値
に
横
断
歩
道
橋
等
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
三
メ
ー
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ト
ル
、
ベ
ン
チ
の
上
屋
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
、
並
木
を
設

ト
ル
、
ベ
ン
チ
の
上
屋
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
、
並
木
を
設

け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て

け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
一
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
同

は
一
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
同

項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
第
五
級
の
道
路
に
あ

項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
第
五
級
の
道
路
に
あ

つ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に

つ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
交
通
の

４

自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
交
通
の

状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
歩
道
）

（
歩
道
）

第
十
一
条

第
四
種
の
道
路
（
自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。
）
、

第
十
一
条

第
四
種
の
道
路
（
自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。
）
、

歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
（
第
五
級
を
除
く
。
）
の
道
路
（
自
転
車
歩

歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
（
第
五
級
を
除
く
。
）
の
道
路
（
自
転
車
歩

行
者
道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。
）
又
は
自
転
車
道
若
し
く
は
自
転
車
通
行
帯

行
者
道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。
）
又
は
自
転
車
道
を
設
け
る
第
三
種
の
道
路

を
設
け
る
第
三
種
の
道
路
に
は
、
そ
の
各
側
に
歩
道
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

に
は
、
そ
の
各
側
に
歩
道
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ

た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に

の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
い
。

２

第
三
種
の
道
路
（
自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
及
び
前
項
に
規
定
す
る

２

第
三
種
の
道
路
（
自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
及
び
前
項
に
規
定
す
る

道
路
を
除
く
。
）
に
は
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ

道
路
を
除
く
。
）
に
は
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
歩
道
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況

る
場
合
に
お
い
て
は
、
歩
道
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況

そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り

そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

で
な
い
。

３

歩
道
の
幅
員
は
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
道
路
に
あ
つ
て
は
三
・
五
メ
ー

３

歩
道
の
幅
員
は
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
道
路
に
あ
つ
て
は
三
・
五
メ
ー

ト
ル
以
上
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す

ト
ル
以
上
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

４

横
断
歩
道
橋
等
又
は
路
上
施
設
を
設
け
る
歩
道
の
幅
員
に
つ
い
て
は
、
前
項

４

横
断
歩
道
橋
等
又
は
路
上
施
設
を
設
け
る
歩
道
の
幅
員
に
つ
い
て
は
、
前
項

に
規
定
す
る
幅
員
の
値
に
横
断
歩
道
橋
等
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
三
メ
ー

に
規
定
す
る
幅
員
の
値
に
横
断
歩
道
橋
等
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
三
メ
ー

ト
ル
、
ベ
ン
チ
の
上
屋
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
、
並
木
を
設

ト
ル
、
ベ
ン
チ
の
上
屋
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
、
並
木
を
設

け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て

け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
一
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
同

は
一
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
同

項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
第
五
級
の
道
路
に
あ

項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
第
五
級
の
道
路
に
あ

つ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に

つ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

歩
道
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
歩
行
者
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る

５

歩
道
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
歩
行
者
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
待
避
所
）

（
待
避
所
）



- 7 -

第
三
十
条

第
三
種
第
五
級
の
道
路
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
待

第
三
十
条

第
三
種
第
五
級
の
道
路
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
待

避
所
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
が
少
な
い
道
路

避
所
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
が
少
な
い
道
路

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

待
避
所
相
互
間
の
距
離
は
、
三
百
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
こ
と
。

一

待
避
所
相
互
間
の
距
離
は
、
三
百
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
こ
と
。

二

待
避
所
相
互
間
の
道
路
の
大
部
分
が
待
避
所
か
ら
見
通
す
こ
と
が
で
き
る

二

待
避
所
相
互
間
の
道
路
の
大
部
分
が
待
避
所
か
ら
見
と
お
す
こ
と
が
で
き

こ
と
。

る
こ
と
。

三

待
避
所
の
長
さ
は
、
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
そ
の
区
間
の
車
道
（
自

三

待
避
所
の
長
さ
は
、
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
そ
の
区
間
の
車
道
の
幅

転
車
通
行
帯
を
除
く
。
）
の
幅
員
は
、
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

員
は
、
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
区
分
が
変
更
さ
れ
る
道
路
の
特
例
）

（
区
分
が
変
更
さ
れ
る
道
路
の
特
例
）

第
三
十
七
条

一
般
国
道
の
区
域
を
変
更
し
、
当
該
変
更
に
係
る
部
分
を
都
道
府

第
三
十
七
条

一
般
国
道
の
区
域
を
変
更
し
、
当
該
変
更
に
係
る
部
分
を
都
道
府

県
道
又
は
市
町
村
道
と
す
る
計
画
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
部
分
を
当
該

県
道
又
は
市
町
村
道
と
す
る
計
画
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
部
分
を
当
該

他
の
道
路
と
す
る
こ
と
に
よ
り
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
が
変
更
さ

他
の
道
路
と
す
る
こ
と
に
よ
り
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
が
変
更
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
四
条
、
第
五
条
、

れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
四
条
、
第
五
条
、

第
六
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
八
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、

第
六
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
八
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、

第
九
項
及
び
第
十
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

第
九
項
及
び
第
十
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
の
二
第
三
項
、
第
十
一
条

十
条
の
二
第
三
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条
の

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条
の
四
第
一
項
、
第
十
二
条
、
第
十

四
第
一
項
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十

三
条
第
一
項
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
条
、
第

八
条
第
一
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第

二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第
二
十
七
条
第
三
項
、
第
三
十
条

二
十
七
条
第
三
項
、
第
三
十
条
並
び
に
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ

並
び
に
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
後
の
区
分

い
て
は
、
当
該
変
更
後
の
区
分
を
当
該
部
分
の
区
分
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に

を
当
該
部
分
の
区
分
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
た
だ

お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
五
項
、
第
十
条
の
二
第
三
項
た
だ

し
書
及
び
第
五
項
、
第
十
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
十
一
条
第
四
項
た
だ

し
書
、
第
十
一
条
第
四
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
十
二
条
中
「
第
三
種
第
五
級
」

し
書
並
び
に
第
十
二
条
中
「
第
三
種
第
五
級
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
種
第
五
級

と
あ
る
の
は
「
第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第
四
級
」
と
、
第
五
条
第
三
項
中

又
は
第
四
種
第
四
級
」
と
、
第
五
条
第
三
項
中
「
及
び
第
三
種
第
五
級
」
と
あ

「
及
び
第
三
種
第
五
級
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
第
三
種
第
五
級
及
び
第
四
種

る
の
は
「
並
び
に
第
三
種
第
五
級
及
び
第
四
種
第
四
級
」
と
、
第
九
条
第
一
項

第
四
級
」
と
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
四
種
」
と
あ
る

及
び
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
四
種
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
種
（
第
四
級
を
除

の
は
「
第
四
種
（
第
四
級
を
除
く
。
）
」
と
、
第
十
条
第
一
項
中
「
第
三
級
」

く
。
）
」
と
、
同
項
中
「
第
三
種
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
種
若
し
く
は
第
四

と
あ
る
の
は
「
第
三
級
及
び
第
四
級
」
と
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
三
種
の

種
第
四
級
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
種
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
種
又
は

」
と
あ
る
の
は
「
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
第
四
級
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中

第
四
種
第
四
級
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
上
欄
に
掲
げ
る
値
」
と
あ
る
の

「
第
三
種
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
種
又
は
第
四
種
第
四
級
」
と
、
第
十
三
条
第

は
「
上
欄
に
掲
げ
る
値
（
当
該
道
路
が
第
四
種
第
四
級
の
道
路
で
あ
る
場
合
に

一
項
中
「
上
欄
に
掲
げ
る
値
」
と
あ
る
の
は
「
上
欄
に
掲
げ
る
値
（
当
該
道
路

あ
つ
て
は
、
一
時
間
に
つ
き
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は

が
第
四
種
第
四
級
の
道
路
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
時
間
に
つ
き
四
十
キ

二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
」
と
、
第
三
十
一
条
の
二
中
「
主
と
し
て
」
と
あ
る
の

ロ
メ
ー
ト
ル
、
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
」
と
、
第
三

は
「
第
四
種
第
四
級
の
道
路
又
は
主
と
し
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
一
条
の
二
中
「
主
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
種
第
四
級
の
道
路
又
は
主

と
し
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
小
区
間
改
築
の
場
合
の
特
例
）

（
小
区
間
改
築
の
場
合
の
特
例
）

第
三
十
八
条

道
路
の
交
通
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
小
区
間
に
つ
い
て
応
急
措
置

第
三
十
八
条

道
路
の
交
通
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
小
区
間
に
つ
い
て
応
急
措
置

と
し
て
改
築
を
行
う
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
改
築
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）

と
し
て
改
築
を
行
う
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
改
築
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）

に
お
い
て
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
他
の
区
間
の
道
路
の
構
造
が
、
第
五
条
、
第
六

に
お
い
て
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
他
の
区
間
の
道
路
の
構
造
が
、
第
五
条
、
第
六

条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
第
三
項
、
第

条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
、
第
十
条
第

九
条
の
三
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条

三
項
、
第
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、

第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
か
ら

第
十
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第

第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

二
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な

基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
た
め
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用

い
た
め
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な

す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基

い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が

準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

２

道
路
の
交
通
の
安
全
の
保
持
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
小
区
間
に
つ
い
て
応
急

２

道
路
の
交
通
の
安
全
の
保
持
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
小
区
間
に
つ
い
て
応
急

措
置
と
し
て
改
築
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
の
状
況
等
か
ら
み
て
第

措
置
と
し
て
改
築
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
の
状
況
等
か
ら
み
て
第

五
条
、
第
六
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
七
条
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九

五
条
、
第
六
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
七
条
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九

条
、
第
九
条
の
二
第
三
項
、
第
九
条
の
三
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
条
の
二
第

条
、
第
九
条
の
二
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第

二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条
の
四
第
二
項

十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九

及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
三

条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
三
項
、
次
条
第
一
項
及
び

項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る

を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら

こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基
準
に

の
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
の
構
造
の
一
般
的
技
術
的
基
準
等
）

（
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
の
構
造
の
一
般
的
技
術
的
基
準
等
）

第
四
十
一
条

都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
を
新
設
し
、
又
は
改
築
す
る
場
合
に

第
四
十
一
条

都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
を
新
設
し
、
又
は
改
築
す
る
場
合
に

お
け
る
こ
れ
ら
の
道
路
の
構
造
の
一
般
的
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
四
条

お
け
る
こ
れ
ら
の
道
路
の
構
造
の
一
般
的
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
四
条

、
第
十
二
条
、
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
（
法
第
三
十
条
第

、
第
十
二
条
、
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
（
法
第
三
十
条
第

一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
九
条
第
四

一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
九
条
第
四

項
並
び
に
前
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二

項
並
び
に
前
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二

条
中
「
第
三
種
第
五
級
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第
四

条
中
「
第
三
種
第
五
級
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第
四

級
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

級
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
か
ら
第

２

法
第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
か
ら
第

十
一
条
の
四
ま
で
、
第
十
三
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
一
項

十
一
条
の
四
ま
で
、
第
十
三
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
一
項

及
び
第
四
項
（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
を

及
び
第
四
項
（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら

除
く
。
）
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
、
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項

第
三
項
ま
で
、
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項

及
び
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
た

及
び
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
た

だ
し
書
及
び
第
五
項
、
第
十
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
十
一
条
第
四

だ
し
書
及
び
第
五
項
、
第
十
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
十
一
条
第
四
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項
た
だ
し
書
中
「
第
三
種
第
五
級
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
種
第
五
級
又
は
第
四

項
た
だ
し
書
中
「
第
三
種
第
五
級
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
種
第
五
級
又
は
第
四

種
第
四
級
」
と
、
第
五
条
第
三
項
中
「
及
び
第
三
種
第
五
級
」
と
あ
る
の
は
「

種
第
四
級
」
と
、
第
五
条
第
三
項
中
「
及
び
第
三
種
第
五
級
」
と
あ
る
の
は
「

並
び
に
第
三
種
第
五
級
及
び
第
四
種
第
四
級
」
と
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十

並
び
に
第
三
種
第
五
級
及
び
第
四
種
第
四
級
」
と
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十

一
条
第
一
項
中
「
第
四
種
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
種
（
第
四
級
を
除
く
。
）
」

一
条
第
一
項
中
「
第
四
種
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
種
（
第
四
級
を
除
く
。
）
」

と
、
第
十
条
第
一
項
中
「
第
三
級
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
級
及
び
第
四
級
」
と

と
、
同
項
中
「
第
三
種
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
第
四
級

、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
三
種
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
種
若
し
く
は
第
四

の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
種
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
種
又
は
第
四
種
第

種
第
四
級
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
種
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
種
又
は

四
級
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
上
欄
に
掲
げ
る
値
」
と
あ
る
の
は
「
上
欄

第
四
種
第
四
級
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
上
欄
に
掲
げ
る
値
」
と
あ
る
の

に
掲
げ
る
値
（
当
該
道
路
が
第
四
種
第
四
級
の
道
路
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

は
「
上
欄
に
掲
げ
る
値
（
当
該
道
路
が
第
四
種
第
四
級
の
道
路
で
あ
る
場
合
に

、
一
時
間
に
つ
き
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
二
十
キ
ロ

あ
つ
て
は
、
一
時
間
に
つ
き
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は

メ
ー
ト
ル
）
」
と
、
第
三
十
一
条
の
二
中
「
主
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
」
と
、
第
三
十
一
条
の
二
中
「
主
と
し
て
」
と
あ
る
の

種
第
四
級
の
道
路
又
は
主
と
し
て
」
と
、
第
三
十
七
条
中
「
一
般
国
道
」
と
あ

は
「
第
四
種
第
四
級
の
道
路
又
は
主
と
し
て
」
と
、
第
三
十
七
条
中
「
一
般
国

る
の
は
「
都
道
府
県
道
」
と
、
「
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
」
と
あ
り
、
及

道
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
道
」
と
、
「
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
」
と

び
「
他
の
道
路
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
道
」
と
、
「
当
該
部
分
」
と
あ
る
の

あ
り
、
及
び
「
他
の
道
路
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
道
」
と
、
「
当
該
部
分
」

は
「
当
該
都
道
府
県
道
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府
県
道
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


